
令和 8年度原子力施設等防災対策等委託費（高温環境におけるコンクリート

損傷に係る調査）事業に係る入札可能性調査実施要領 

 

令和 8年 2月 13 日 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

シビアアクシデント研究部門 

 

原子力規制庁では、令和 8年度原子力施設等防災対策等委託費（高温環境におけるコンク

リート損傷に係る調査）事業の受託者選定に当たって、一般競争入札（価格及び技術力等を

考慮する総合評価方式）に付することの可能性について、以下のとおり調査します。 

 

つきましては、下記１．事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能

であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札（価格及び技術力等を考

慮する総合評価方式）を実施した場合、参加する意思を有する方は、２．登録内容について、

４．提出先までご登録をお願いします。 

 

１．事業内容 

（１） 事業概要 

東京電力福島第一原子力発電所 1 号機の原子炉格納容器内部の調査が令和 5 年に実

施され、その結果、格納容器ペデスタル部内部の鉄筋コンクリートについて、鉄筋を残

してコンクリートが消失している様子が確認された。このコンクリートが消失した要

因の一つとして高温溶融物から発せられる熱の影響によりコンクリートが剥離した可

能性が考えられる。 

本事業では、高温環境下におけるコンクリートの損傷について、コンクリート構造体

の強度等をパラメータとした実験を実施する。 

 

（２）事業の具体的内容 

別紙のとおり 

 

（３）事業期間 

 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

２．登録内容 

・事業者名 

・連絡先（住所、TEL、E-mail、担当者名） 
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３．留意事項 

・登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。 

・本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。 

・本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する

意図や意味を持つものではありません。 

・提供された情報は庁内で閲覧しますが、事業者に断りなく庁外に配布することはありま

せん。 

・提供された情報、資料は返却いたしません。 

 

４．提出先 

  郵送又は E-mail にてご提出願います。 

  【提出先】 〒１０６－８４５０ 東京都港区六本木１－９－９ 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

シビアアクシデント研究部門 

栃尾 大輔 宛て 

【TEL】０３－５１１４－２２２４ 

【E-mail】tochio_daisuke_m4f@nra.go.jp 
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（登録例） 

令和  年  月  日 

原子力規制委員会 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

シビアアクシデント研究部門 

 

 

令和 8年度原子力施設等防災対策等委託費（高温環境におけるコンクリート損傷に係る調

査）事業について 

 

 

令和○年◯月◯日付の入札可能性調査実施要領に従い、以下の事項を登録いたします。 

 

登録内容 

① 事業者名 ○○ 

② 連絡先 

住所 ○○ 

電話 ○○ 

Mail ○○ 

担当者名 ○○ 
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別紙 

実施計画書（仕様書） 

 

１．事業名   

令和 8 年度原子力施設等防災対策等委託費（高温環境におけるコンクリート損傷に係

る調査）事業 

 

２．事業目的 

東京電力福島第一原子力発電所（以下「１Ｆ」という。）１号機の原子炉格納容器内部

の調査が令和５年に実施され、その結果、原子炉格納容器ペデスタル部内部の鉄筋コンク

リートについて、鉄筋を残してコンクリートが消失している様子が確認された。これは、

従来想定されていた溶融炉心－コンクリート相互作用のような損傷の状況とは異なって

おり、その発生条件や発生メカニズムに関する知見を収集する必要がある。 

現在、このコンクリートが消失した原因について様々な要因が考えられるが、要因の一

つとして高温溶融物から発せられる熱の影響によりコンクリートが剥離した可能性が考

えられる。 

本事業では、重大事故発生時に原子炉格納容器ペデスタル部で想定される高温環境下

におけるコンクリートの損傷について、必要な知見を得ることを目的とする。 

 

３．業務の内容 

本年度は、高温環境下におけるコンクリートの損傷について、コンクリート構造体の強

度等をパラメータとした実験を実施する。詳細については、原子力規制庁の担当者と適宜

協議の上決定する。 

 

（１）実験装置の整備 

実験で用いる実験装置の例を図１に示す。 

実験では、鉄筋を有するコンクリート構造体を用いる。コンクリート構造体は、無拘

束のものと、コンクリートの膨張・変位を制限するコンクリート拘束体を有するものを

用いる。 

いずれのコンクリート構造体も、実験時の挙動を計測するための熱電対、圧力計、ひ

ずみ計等をコンクリート構造体に設ける。 

準備したコンクリート構造体を加熱できる加熱炉を準備する。加熱炉はコンクリー

ト構造体を十分加熱するのに必要な出力を有するものをとする。 
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図１ 実験装置の例 

 

（２）実験の実施 

前節で整備した実験装置及びコンクリート構造体を用いて、高温環境におけるコン

クリート損傷実験を実施し、実験データを取得する。 

実験は、コンクリート構造体の拘束の有無、強度、加熱温度等をパラメータとして実

施する。 

実験では、加熱炉によりコンクリート構造体を加熱し、コンクリート構造体の内部温

度、炉内温度、内部圧力、ひずみ等を測定する。実験後は、コンクリート構造体の損傷

の程度等を評価する。実験条件の設定、実験方法等については、原子力規制庁の担当者

と協議の上決定する。 

 

（３）関連情報の収集 

契約期間内に開催されるコンクリートの損傷に関する国際会議や国内会議に参加し、

高温環境におけるコンクリートの損傷に関する最新動向等を調査する。 

 

（４）成果報告書の作成 

本事業に係る実施内容、それに伴い発生した課題・問題点、その対策等を取りまとめ、

本事業の成果報告書に記載する。記載を要する主な項目は次のとおりとする。 

・実験装置及び計測系の詳細 

・実験方法、実験条件 

・実験結果の整理及び評価 

なお、令和８年１１月２０日を目途に中間の報告を行うものとする。 
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４．実施に当たっての留意事項 

原子力規制庁に対して事業の進捗状況を適宜報告し、漏れのないように計画内容を遂行

すること。 

 

５．無償貸与が可能な物品 

原子力規制庁が必要と認めた資料等 

事業の実施に当たっては、必要に応じて原子力規制庁はその成果を貸与する。 

※貸与物品及びその成果物については、本業務の目的以外には使用せず、本業務終了

後に受託者の責任において返却すること。 

 

６．委託業務実施期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

７．納入物 

（１）提出図書 

受注者が原子力規制庁に報告するために提出する図書、書類の提出時期及び部数は、

次のとおりとする。 

※納入物については、原子力規制庁が提示する様式に従うものとする。 

提出書類は原則、電子データで提出するものとする。 

 

提出図書一覧 

No. 提 出 書 類 
提出

部数 
提 出 期 日 承認 

1 情報セキュリティに関する書面 1 受注時  

2 履行体制図変更届出書 1 変更時(注 4)  

3 委託業務成果報告書 

電子

媒体

6 

納入時  

4 委託業務で得られたデータ 

電子

媒体

1 

納入時  

5 委託業務完了報告書 1 納入時  

6 著作物通知書 1 納入時  

7 情報セキュリティ対策に関する報告 1 納入時  

8 実績報告書 1 
委託業務完了の日の翌

日から 10日以内の日 
 

9 精算払請求書 1 支払金額通知後  
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10 取得財産報告書 1 

納入時まで又は原子力

規制庁が指定する期日

まで(注 6) 

 

11 確認書 1 受注時  

12 再委託に係る承認申請書 
1(注

1) 
再委託前 要 

13 
預託された個人情報を取り扱う業務の再

委託に係る承認申請書 
1 再委託前(注 2) 要 

14 預託された個人情報の廃棄等に係る報告 1 
納入時又は契約 

解除時(注 2) 
 

15 再委託先との約定に係る書面写し 1 
原子力規制庁が指定す

る期日まで(注 3) 
 

16 計画変更承認申請書 
1(注

1) 
変更前 要 

17 概算払請求書 1 業務完了前(注 5)  

18 ノウハウ 1 納入時(注 7)  

19 修正実績報告書 1 
原子力規制庁が指定す

る期日まで(注 3) 
 

20 産業財産権出願通知書 1 

産業財産権の出願又は

申請の日から 60 日以内

（外国における出願の

場合は 90日以内） 

 

21 産業財産権通知書 1 

産業財産権の出願に関

する設定の登録等の日

から 60 日以内（外国に

て設定の登録を受けた

場合は 90日以内） 

 

22 産業財産権実施届出書 1 

委託業務の成果に係る

産業財産権を自ら実施

したとき又は第三者に

その実施を許諾した日

から 60 日以内(注 8) 

 

23 

産業財産権以外の知的財産権に関する自

己による実施及び第三者への実施許諾の

状況に係る書面 

1 
原子力規制庁が指定す

る期日まで(注 3) 
 

24 移転承認申請書 1 
知的財産権を第三者に

移転する前(注 9) 
要 

25 移転通知書 1 

知的財産権を第三者に

移転した日から 60日以

内（外国にて移転を行

った場合は 90日以内） 

 

26 専用実施権等設置承認申請書 1 

知的財産権の第三者へ

の専用実施権等の設定

等を行う前 

要 

27 専用実施権等設置通知書 1 

知的財産権の第三者へ

の専用実施権等の設定

等を行った日から 60 日
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以内（外国にて設定等

を行った場合は 90日以

内） 

28 知的財産権放棄届出書 1 
知的財産権を放棄する

前(注 10) 
 

29 著作物等公表届 1 
著作物等を公表する 30

日前 
 

(注 1) 承認返却分を含まない。 

(注 2) 預託された個人情報を取り扱う場合に限る。 

(注 3) 原子力規制庁が求めた場合に限る。 

(注 4) 契約書第 7条第 2項各号のいずれかに該当する場合を除く。 

(注 5) 概算払財務大臣協議が整った場合に限る。 

(注 6) 委託費により財産を取得した場合に限る。 

(注 7) ノウハウを指定した場合に限る。 

(注 8) 契約書第 28 条第 3項に規定する場合を除く。 

(注 9) 合併又は分割により移転する場合及び契約書第 24条第 1項第 4号イからハ

までに定める場合を除く。 

(注 10)共有している知的財産権のうち、他の共有者が持分を放棄する場合を含む。 

 

 

８．納入場所 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

シビアアクシデント研究部門 

 

９．著作物等の公表 

（１）委託業務の成果に係る知的財産権を原子力規制委員会が受託者から譲り受けない場

合、受託者は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物並びに委

託業務の内容（以下「著作物等」という。）を公表しようとするときは、原則、公表

３０日前までに、別添１に示す仕様書様式第１の「著作物等公表届」を提出すること。 

（２）委託業務の成果に係る知的財産権を原子力規制委員会が受託者から譲り受ける場合、

受託者は次の項目に同意したものとする。 

① 原子力規制委員会の許可を得ないで著作物等を公表しないこと。 

② 納入物に関して著作者人格権を行使しないこと。また、納入物の著作者が受託者

以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な処

置をとること。 

（３）上記（１）及び（２）については、委託業務を完了した後であっても、なおその効力

を有するものとする。 

 

１０．情報セキュリティの確保 

受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 
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（１）受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方

法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 

（２）受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機

密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、受託業務にお

いて受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適

切に取り扱うこと。 

（３）受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ

対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキ

ュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキ

ュリティ対策に関する監査を受け入れること。 

（４）受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要に

なった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 

また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官から

の指示に応じて適切に廃棄すること。 

（５）受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告する

こと。 

（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー 

https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf 

 

１１．守秘義務 

受注者は、本業務の実施で知り得た非公開の情報をいかなる者にも漏えいしてはなら

ない。受注者は、本業務に係る情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意を

もって管理し、本業務以外に使用してはならない。 

 

１２．支出計画書 

契約締結時に作成。 

 

１３．その他 

この仕様書に記載されていない事項又は、本仕様書について疑義が生じた場合は、原子

力規制庁と適宜協議を行うものとする。 
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10 

仕様書様式第１ 

 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 

住 所 

名 称 

    代表者氏名               

 

著作物等公表届 

 

著作物等を下記のとおり公表いたしますので、届け出ます。 

 

記 

１．契約件名等 

契約締結日  契約締結時の記号番

号 

 

契約件名  

 

 

２．公表の時期 

※公表日を可能な範囲で特定し、記載する。 

 

３．公表の方法 

※著作物等を掲載する媒体や、公表する会議名等を記載する。 

 

４．公表する著作物等の概要 

※著作物等の内容を簡潔に記載した上で、公表する著作物等を添付すること。 

 

５．公表の理由 

※公表の目的等を記載する。 

以 上 
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